
広報はっぽう　2018.3月号 16広報はっぽう　2018.3月号17

●
募
集
・
試
験

国
家
公
務
員
採
用
試
験

　

人
事
院
で
は
、
次
の
と
お
り

国
家
公
務
員
採
用
試
験
を
実
施

い
た
し
ま
す
。

試
験
名

①
総
合
職
試
験
（
院
卒
者
試

験
・
大
卒
程
度
試
験
）　

②
一
般
職
試
験（
大
卒
程
度
試
験
）

③
一
般
職
試
験（
高
卒
者
試
験
）

申
込
受
付
期
間【
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
】

①
３
月
30
日（
金
）午
前
９
時
〜

　

４
月
９
日（
月
）〔
受
信
有
効
〕

②
４
月
６
日（
金
）午
前
９
時
〜

　

４
月
18
日（
水
）〔
受
信
有
効
〕

③
６
月
18
日（
月
）午
前
９
時
〜

　

６
月
27
日（
水
）〔
受
信
有
効
〕

第
１
次
試
験
日

①
４
月
29
日（
日
）

②
６
月
17
日（
日
）

③
９
月
２
日（
日
）

そ
の
他　

申
込
方
法
や
受
験
資

格
等
の
詳
し
い
内
容
に
つ
い

て
は
、
人
事
院
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
ま
た
は
左
記
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。（
国
家
公
務

員
試
験
採
用
情
報
Ｎ
Ａ
Ｖ
Ｉ

h
ttp
://w
w
w
.jin
ji.go

.jp
/

saiyo
/saiyo

.h
tm
)

問　

人
事
院
東
北
事
務
局
第
二

課
試
験
係
（
☎
０
２
２
―

２

２
１
―

２
０
２
２
）

国
税
専
門
官
採
用
試
験
（
大

卒
程
度
）

　

バ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
あ
ふ
れ
る

国
税
専
門
官
を
募
集
し
て
い
ま

す
。
国
税
専
門
官
は
、
国
の
財

政
を
支
え
る
重
要
な
仕
事
を
担

い
、
税
務
署
等
に
お
い
て
、
調

査
・
徴
収
・
検
査
や
指
導
な
ど

を
行
う
税
務
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス

ト
で
す
。

受
験
資
格　

昭
和
63
年
４
月
２

日
〜
平
成
９
年
４
月
１
日
ま

で
に
生
ま
れ
た
方
。
平
成
９

年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ

た
方
で
、
①
大
学
卒
業
及
び

平
成
31
年
３
月
ま
で
に
大
学

卒
業
見
込
の
方
、
②
人
事
院

が
①
と
同
等
の
資
格
が
あ
る

と
認
め
る
方
。

申
込
受
付
期
間　

３
月
30
日

（
金
）〜
４
月
11
日（
水
）

申
込
方
法　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

に
よ
る
申
込
み
で
す
。
（
国

家
公
務
員
試
験
採
用
情
報
Ｎ

Ａ
Ｖ
Ｉh

ttp
://w
w
w
.jin
ji.

go
.jp
/saiyo

/saiyo
.h
tm
)

試
験
日
時　

６
月
10
日（
日
）

問　

仙
台
国
税
局
人
事
第
二
課

試
験
研
修
係
（
☎
０
２
２
―

２
６
３
―

１
１
１
１　

内
線

３
２
３
６
）
、
人
事
院
東
北

事
務
局
（
☎
０
２
２
―

２
２

１
―

２
０
２
２
）

ム
デ
ザ
イ
ン
科
15
名

対
象　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
求
職

申
込
を
さ
れ
た
方
で
、
新
た

な
技
術
・
技
能
を
身
に
つ
け

て
再
就
職
を
希
望
さ
れ
る
方

訓
練
期
間　

５
月
８
日（
火
）〜

10
月
30
日（
火
）（
６
カ
月
）

場
所　

ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
秋

田
（
潟
上
市
）

受
講
料　

無
料
（
テ
キ
ス
ト
代

等
は
自
己
負
担
）

応
募
締
切　

３
月
23
日（
金
）

問　

ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
秋
田

（
☎
０
１
８
―

８
７
３
―

３
１
７

８
）

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
員

（
パ
ー
ト
）
募
集

勤
務
期
間　

平
成
31
年
３
月
31

日
ま
で

勤
務
先　

峰
浜
児
童
ク
ラ
ブ

（
峰
浜
小
学
校
内
ラ
ン
チ
ル

ー
ム
）

勤
務
内
容　

放
課
後
の
児
童
の

見
守
り
、
保
護
者
へ
の
引
き

渡
し
、
部
屋
の
掃
除
・
施
錠

募
集
人
数　

若
干
名

応
募
資
格　

満
年
齢
18
歳
以
上

勤
務
形
態

・
月
〜
金…

午
後
２
時
30
分

〜
午
後
６
時
30
分

・
土…

午
前
８
時
〜
午
後
６

時
30
分

・
週
２
〜
６
日
シ
フ
ト
制

労
働
基
準
監
督
官
採
用
試
験

　

人
事
院
及
び
厚
生
労
働
省
で

は
、
労
働
基
準
監
督
官
に
ふ
さ

わ
し
い
人
材
を
募
集
し
ま
す
。

受
験
資
格　

昭
和
63
年
４
月
２

日
〜
平
成
９
年
４
月
１
日
ま

で
に
生
ま
れ
た
方
。
平
成
９

年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ

た
方
で
、
①
大
学
卒
業
及
び

平
成
31
年
３
月
ま
で
に
大
学

卒
業
見
込
の
方
、
②
人
事
院

が
①
と
同
等
の
資
格
が
あ
る

と
認
め
る
方
。

申
込
受
付
期
間　

３
月
30
日

（
金
）〜
４
月
11
日（
水
）〔
受

信
有
効
〕

申
込
方
法　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

に
よ
る
申
込
み
で
す
。

(h
ttp
://w
w
w
.jin
ji.go

.jp
/

saiyo
/saiyo

.h
tm
)

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
申
し
込

め
な
い
場
合
は
、
郵
送
ま
た

は
持
参
で
、
３
月
30
日（
金
）

〜
４
月
２
日（
月
）に
申
込
み

先
へ
。

試
験
日
時　

６
月
10
日（
日
）

問
・
申　

秋
田
労
働
局
総
務
部

総
務
課
人
事
係
（
☎
０
１
８

―

８
６
２
―

６
６
８
１　

内
線

４
２
３
）

公
共
職
業
訓
練
受
講
生
募
集

訓
練
課
・
定
員　

金
属
加
工
技

術
科
15
名
、
住
宅
リ
フ
ォ
ー

賃
金　

時
給
９
０
０
円
〜

応
募
締
切　

３
月
16
日
（
金
）

正
午

応
募
方
法　

履
歴
書
（
写
真

付
）
を
添
え
て
お
申
込
み
く

だ
さ
い
。
（
郵
送
可
）

問
・
申　

〒
０
１
８‐

２
６
４

１
八
峰
町
八
森
字
中
浜
１
９

６
番
地
１　

八
峰
町
教
育
委

員
会
学
校
教
育
課
幼
児
保
育

庶
務
係
（
☎
77
―

２
７
２
８
）

Ａ
Ｉ
Ａ
国
際
活
動
助
成
金
募
集

　

県
内
で
国
際
交
流
や
国
際
協

力
・
国
際
理
解
な
ど
多
文
化
共

生
を
推
進
す
る
活
動
を
行
う
民

間
の
団
体
を
対
象
に
、
そ
の
事

業
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

募
集
期
間　

①
３
月
１
日（
木
）

〜
３
月
31
日（
土
）、
②
７
月

１
日（
日
）〜
７
月
31
日（
火
）

事
業
の
実
施
期
間　

①
４
月
１

日
〜
翌
３
月
31
日
、
②
８
月

１
日
〜
翌
３
月
31
日

助
成
金
額　

助
成
対
象
金
額
の

う
ち
上
限
８
万
円

回
数　

同
一
年
度
に
つ
き
１
団

体
１
回
、
同
一
団
体
に
よ
る

同
一
事
業
に
対
す
る
助
成
は

３
回
が
限
度

問
・
申　

（
公
財
）
秋
田
県
国

際
交
流
協
会
（
Ａ
Ｉ
Ａ
）

（
☎
０
１
８
―

８
９
３
―

５
４

９
９
）

●
講
　
　
　
座

特
産
品
開
発
講
演
会
の
ご
案
内

　

特
産
品
開
発
や
販
路
拡
大
に

関
す
る
講
演
会
を
開
催
し
ま
す
。

既
存
商
品
の
磨
き
上
げ
や
、
新

た
に
商
品
開
発
を
目
指
す
方
、

販
路
開
拓
・
拡
大
等
に
ご
興
味

の
あ
る
方
は
お
気
軽
に
ご
参
加

く
だ
さ
い
。

日
時　

３
月
20
日（
火
）午
前
９

時
30
分
〜
午
前
11
時

場
所　

あ
き
た
白
神
体
験
セ
ン

タ
ー　

２
階　

研
修
室

講
師　
（
株
）キ
ー
ス
タ
ッ
フ　

代
表
取
締
役
副
社
長

　

伊
藤
順　

氏

問　

八
峰
町
産
業
振
興
課
（
☎

76
―

４
６
０
５
）

●
相
　
　
　
談

多
重
債
務
相
談
窓
口
の
ご
案
内

　

財
務
省
東
北
財
務
局
秋
田
財

務
事
務
所
で
は
、
借
金
を
抱
え

お
悩
み
の
方
々
か
ら
の
相
談
に

応
じ
て
い
ま
す
。

　

借
金
問
題
は
さ
ま
ざ
ま
な
方

法
で
必
ず
解
決
で
き
ま
す
。
一

人
で
悩
ま
ず
、
ご
相
談
く
だ
さ

い
。
相
談
は
無
料
で
す
。

相
談
受
付
時
間

月
曜
日
〜
金
曜
日
（
祝
日
、

年
末
年
始
除
く
）

午
前
８
時
30
分
〜
正
午

午
後
１
時
〜
４
時
30
分

相
談
窓
口　

秋
田
財
務
事
務
所

理
財
課
（
秋
田
市
山
王
７
丁

目
１‐

４　

秋
田
第
二
合
同

庁
舎
３
階
）

問　

秋
田
財
務
事
務
所　

理
財

課
（
☎
０
１
８
―

８
６
２
―

４

１
９
６
専
用
）

●
お
知
ら
せ

町
営
診
療
所
診
療
日
に
つ
い
て

　

平
成
30
年
４
月
よ
り
、
診
療

日
が
次
の
と
お
り
と
な
り
ま
す

の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

診
療
日
時

【
本
院
】

　

・
月
曜
日
：
午
後
２
時
〜
５
時

　

・
火
曜
日
：
午
後
２
時
〜
５
時

　

・
木
曜
日
：
午
前
９
時
30
分
〜

　
　
　
　
　
　

午
後
０
時
30
分

　

・
金
曜
日
：
午
後
２
時
〜
５
時

【
分
院
】

　

・
火
曜
日
：
午
前
11
時
〜
正
午

問　

八
峰
町
営
診
療
所（
本
院

☎
76
―

３
８
１
３
、
分
院
☎

76
―

２
０
７
５
）

町
営
診
療
所
及
び
町
営
歯
科
診

療
所
の
休
診
日
の
お
知
ら
せ

町
営
診
療
所

【
休
診
日
】
３
月
22
日（
木
）

町
営
歯
科
診
療
所

【
休
診
日
】
３
月
20
日（
火
）

問　

八
峰
町
営
診
療
所（
本
院

☎
76
―

３
８
１
３
、
分
院
☎

76
―

２
０
７
５
）
、
八
峰
町

営
歯
科
診
療
所
（
☎
88
―

８

２
１
０
）

平
成
30
年
度
固
定
資
産
に
か

か
る
「
土
地
価
格
等
縦
覧
帳

簿
」
「
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳

簿
」
の
閲
覧
が
で
き
ま
す

閲
覧
で
き
る
方　

固
定
資
産
税

の
納
税
者
（
代
理
可
）※

代

理
の
方
の
場
合
は
委
任
状
が

必
要
に
な
り
ま
す
。

閲
覧
場
所　

八
峰
町
役
場　

税

務
会
計
課

期
間　

４
月
２
日（
月
）〜
５
月

31
日（
木
）

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

15
分※

土
日
・
祝
祭
日
を
除

く
閲
覧
内
容　

土
地
及
び
家
屋
の

面
積
と
評
価
額
を
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

問　

八
峰
町
税
務
会
計
課
（
☎

76
―

４
６
０
４
）

４
月
納
付
分
か
ら
協
会
け
ん

ぽ
の
保
険
料
が
変
わ
り
ま
す

　

協
会
け
ん
ぽ
は
、
主
に
中
小

企
業
の
従
業
員
と
そ
の
ご
家
族

の
皆
さ
ま
が
加
入
す
る
健
康
保

険
で
す
。
秋
田
支
部
の
健
康
保

険
料
率
は
、
平
成
30
年
４
月
納

付
分
か
ら
10
・
13
％
（
現
行

10
・
16
％
）
へ
引
き
下
げ
と
な

り
ま
す
。
ま
た
、
40
歳
か
ら
64

歳
ま
で
の
方
に
対
す
る
介
護
保

険
料
率
は
全
国
一
律
１
・
57
％

（
現
行
１
・
65
％
）
へ
引
き
下

げ
と
な
り
ま
す
。

問　

全
国
健
康
保
険
協
会
（
協

会
け
ん
ぽ
）
秋
田
支
部
（
☎

０
１
８
―

８
８
３
―

１
８
４

１
）

障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方
へ

　

「
引
っ
越
し
た
」
「
名
字
が

変
わ
っ
た
」
な
ど
手
帳
に
書
か

れ
た
情
報
が
、
現
在
の
も
の
と

違
う
と
き
は
、
変
更
の
届
出
が

必
要
で
す
。
お
持
ち
の
手
帳
を

ご
確
認
い
た
だ
き
、
変
更
が
あ

る
場
合
は
、
役
場
福
祉
保
健
課

に
て
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

問　

八
峰
町
福
祉
保
健
課
福
祉

係（
☎
76
―

４
６
０
８
）

「
仕
事
休
も
っ
化
計
画
」
〜
５

月
１
日
と
２
日
を
休
む
と
９
連

休
　

秋
田
労
働
局
雇
用
環
境
・
均

等
室
で
は
、
仕
事
と
生
活
の
調

和
（
ワ
ー
ク
バ
ラ
ン
ス
）
の
実

現
の
た
め
、
年
次
有
給
休
暇
の

取
得
推
進
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

働
き
方
・
休
み
方
を
変
え
る

第
一
歩
と
し
て
、
労
使
協
調
の

も
と
、
土
日
・
祝
日
に
年
次
有

給
休
暇
を
プ
ラ
ス
し
て
連
続
休

暇
を
実
現
す
る
「
プ
ラ
ス
ワ
ン

休
暇
」
を
実
施
し
ま
し
ょ
う
。

問　

秋
田
労
働
局
雇
用
環
境
・

均
等
室
（
☎
０
１
８
―

８
６
２
―

６
６
８
４
）


